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オンライン説明会 質疑応答 

■令和６年１１月２５日（月）、２９日（金）制度２説明会 

質問 回答 

報告内容について（スライド資料 p33） 
③確認済証番号等 
・所在地を記載すれば確認済書番号は不要

ということでしょうか。 
・所在地は地番でも可能でしょうか。 
・所在地は川崎市⚪⚪区まででは不可でしょ

うか。 
 

③の記載欄については、所在地を記載いただければ確認済証番号は省略可能です。 
所在地は地番でも問題ございませんが、市区町村のみの記載は不可とします。必ず地番

（又は住居表示）まで記載をお願いします。（「川崎市」の記載は省略し、区から記載いた

だいても構いません。） 
なお、③の表現方法は、確認済証番号又は所在地のどちらかに統一をお願いします。 

報告内容について（スライド資料 p33） 
⑥建築面積 
・除外しない場合は記載なしとしてよろし

いでしょうか。 
 

⑥の記載欄については、「適用除外建築物」及び「棟数除外建築物」（建築面積が 20 ㎡未

満である建築物に限る。）以外の場合は記載不要とし、ガイドラインにおいてその旨を明記

します。 

 


